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•物流業界では、書⾯⼿続や対⼈・対⾯によるプロセスの多さ、トラック積載効率の低迷等が⼤きな課題となっている。また、各企業個別にデジタル化を図った結果、
相互に円滑な情報の受け渡しがしにくく、サプライチェーン全体としての効率性が損なわれている。

•解決策の1つであるデジタル技術の活⽤、データの可視化・連携のためには、その前提として情報に関する標準化が必要であり、「総合物流施策⼤綱（2021年
度〜2025年度）」でも、物流・商流データ基盤の構築等をはじめとした標準化の推進の重要性が盛り込まれている。

•本ガイドラインは、広範囲でのデータ連携などによる物流の効率化・⽣産性向上のために必要なメッセージやデータ項⽬の標準形式を定めるものである。

物流業務プロセス標準
（物流業務プロセスの標準化）

物流メッセージ標準
（物流情報標準メッセージレイアウト）

物流共有マスタ標準
（物流情報標準共有マスタ）

■構成
• 「物流XML/EDI標準」や「UN/CEFACT」「ISO」「GS1」など、物流分野の国内標準、グローバルなコード体系をベースに規定

■策定の背景・⽬的

●「物流情報標準ガイドライン」掲載先︓
https://www.lisc.or.jp
●システム構築にあたっては、物流情報標準ガイドラインへ
の準拠をご検討ください。
●物流情報標準ガイドラインに関するお問合せは、上記ガ
イドライン掲載サイト内の問合せ先をご参照ください。

物流情報標準メッセージレイアウトおよび物流情報標準共有マスタで使⽤する⽇付表現や場所コード、企業コード、
商品コード、出荷梱包コード等について、必須コードと推奨コードを規定。

物流業務におけるデータ交換の標準的⼿順を規定。運送計画や集荷、⼊出庫、配達などのプロセス単位に、誰が、
誰に対し、どの情報を、どの順序で受け渡すのかについて記載。（例︓「⼊庫プロセス」では、寄託者Ａが倉庫事業者
に対し、「⼊庫予定情報」を送信。倉庫事業者は⼊庫作業後に、「⼊庫報告情報」を、寄託者Ａに送信 等）

物流業務におけるデータ交換の際に必要なデータ項⽬や、データ項⽬の定義、値の型（属性と最⼤桁数）等を定義。
（例︓「⼊庫予定情報」には、「⼊庫予定⽇」「貨物明細」「荷届先」等の情報を含め、「⼊庫予定⽇」の値の型は英
数型の8桁とする 等）

各業界PF（業界ごとの利⽤モデル）が共通マスタとして使⽤する事業所情報、⾞輛情報、商品情報、輸送容器情
報について、必要なデータ項⽬やデータ項⽬の定義、値の型（属性と最⼤桁数）等を定義。（例︓「⾞輌マスタ」に
は、「⾃動⾞登録番号」「⾞輌種別」「最⼤積載量」等の情報を含め、「⾃動⾞登録番号」の値の型は⽂字型の24
桁とする 等）

コード標準化に対する⽅針

資料（１） 物流情報標準ガイドライン（概要）



物流情報標準ガイドライン

Gaussy株式会社 中⻄⾦属⼯業株式会社

株式会社TSUNAGUTE

株式会社ドコマップジャパン株式会社LOZI

ascend株式会社
株式会社丸和運輸機関

物流系SPを中⼼にデータ基盤外でも普及拡⼤中

資料（２） 物流情報標準ガイドラインの準拠企業（準備中企業を含む）


